
昨
年
九
月
以
降
に
、
ロ
シ
ア
人
相
撲
力
士
に
よ
る
大
麻
の
吸
引
、

有
名
大
学
生
に
よ
る
大
麻
の
吸
引
・
大
麻
の
種
子
の
売
買
等
が
マ
ス

コ
ミ
を
賑
わ
し
、
大
麻
乱
用
問
題
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
、
多
く

の
読
者
の
方
の
記
憶
に
も
新
し
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

本
稿
で
は
、
大
麻
取
締
法
を
所
管
す
る
立
場
か
ら
、
大
麻
の
有
害

性
、
大
麻
取
締
法
に
よ
る
処
罰
、
大
麻
事
犯
の
特
徴
等
に
つ
い
て
紹

介
を
し
ま
す
。

一
大
麻
の
有
害
性
に
つ
い
て

（
１
）「
大
麻
」
と
は

（
イ
）
大
麻
は
、
大
麻
草
及
び
そ
の
製
品
を
い
い
ま
す
。
大
麻
草

は
、
ア
サ
科
属
の
一
年
生
の
草
木
で
あ
り
、
中
央
ア
ジ
ア
が

原
産
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
生
育
速
度
と
環
境
順
応
性
の
高

さ
か
ら
、
世
界
中
ほ
と
ん
ど
の
地
域
に
分
布
し
て
い
ま
す
。

我
が
国
で
は
、
古
来
か
ら
生
活
に
関
係
の
深
い
植
物
で
あ
り
、

現
在
で
も
、
茎
の
繊
維
は
、
神
社
の
し
め
縄
・
お
が
ら
等
に
、

種
子
は
食
用
（
七
味
唐
辛
子
、
鳥
の
え
さ
等
）
に
、
種
子
か

ら
採
取
さ
れ
る
油
は
食
用
・
燃
料
等
様
々
な
用
途
で
使
用
さ

れ
て
い
ま
す
。

（
ロ
）
し
か
し
、
大
麻
草
の
葉
や
雌
花
に
は
、
有
害
性
の
あ
る
物

質
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
国
際
的
に
は
、「
一
九
六
一

年
の
麻
薬
に
関
す
る
単
一
条
約
（
以
下
「
国
際
条
約
」
）
」
に
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●
事
例
紹
介

●

大
麻
取
締
法
と
最
近
の
事
例
に
つ
い
て

安
田
尚
之

（
厚
生
労
働
省
医
薬
食
品
局
監
視
指
導
・
麻
薬
対
策
課
課
長
補
佐
）



（
イ
）
大
麻
の
定
義

「
大
麻
草
（
カ
ン
ナ
ビ
ス
・
サ
テ
ィ
バ
・
エ
ル
）
及
び
そ
の

製
品
を
い
う
。
た
だ
し
、
大
麻
草
の
成
熟
し
た
茎
及
び
そ
の

製
品
（
樹
脂
を
除
く
。）
並
び
に
大
麻
草
の
種
子
及
び
そ
の
製

品
を
除
く
。」
と
さ
れ
、
繊
維
が
と
れ
る
茎
、
種
子
そ
れ
自
体

は
定
義
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
ま
す
（
除
外
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
罰
則
が
な
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
）。

な
お
、
国
際
条
約
の
大
麻
の
定
義
か
ら
も
、
種
子
そ
れ
自

体
は
除
外
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
ロ
）
法
律
の
基
本
的
な
体
系

大
麻
取
締
法
は
、
①
大
麻
の
輸
出
・
輸
入
を
原
則
と
し
て

禁
止
し
、
②
栽
培
及
び
研
究
に
つ
い
て
も
、
都
道
府
県
知
事

の
免
許
を
受
け
た
大
麻
取
扱
者
以
外
の
所
持
、
栽
培
、
譲
受

け
、
譲
渡
し
、
研
究
の
た
め
使
用
が
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
に
違
反
し
た
者
に
対
し
て
は
、
罰
則
を
持
っ
て
臨
ん

で
い
ま
す
。（
単
純
所
持
、
譲
受
け
、
譲
渡
し
は
、
五
年
以
下

の
懲
役
）

（
ハ
）
大
麻
の
使
用
罪

大
麻
取
締
法
で
は
、
大
麻
の
所
持
等
の
罰
則
は
規
定
さ
れ

て
い
る
も
の
の
、
使
用
に
つ
い
て
の
罰
則
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
は
、
現
段
階
で
は
、
能
動
吸
引
と
受
動
吸
引
を
区
別
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
よ
る
も
の
で
す
。
し
か
し
、
大

麻
の
使
用
に
つ
い
て
は
、
①
そ
の
前
段
階
と
し
て
、
大
麻
の

「
譲
受
け
」、「
所
持
」
が
伴
っ
て
い
る
場
合
が
ほ
と
ん
で
あ
り
、

ま
た
、
②
大
麻
を
廻
し
飲
み
す
る
と
認
識
し
て
、
大
麻
パ
ー

テ
ィ
等
に
参
加
し
た
者
に
つ
い
て
も
、
大
麻
の
共
同
所
持
が

成
立
す
る
と
の
判
例
が
あ
り
、
こ
れ
ら
を
も
と
に
立
件
が
行

わ
れ
て
い
ま
す
。（
な
お
、
国
際
条
約
に
あ
っ
て
も
、
使
用
を

処
罰
す
る
よ
う
求
め
る
規
定
は
あ
り
ま
せ
ん
。）

（
ニ
）
大
麻
の
種
子
に
つ
い
て

上
述
（
イ
）
の
と
お
り
、
種
子
自
体
は
大
麻
取
締
法
の
大

麻
に
は
当
た
ら
な
い
も
の
の
、
免
許
を
有
し
な
い
者
に
よ
る

大
麻
の
栽
培
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
（
七
年
以
下
の
懲
役
）。

①
不
正
な
栽
培
目
的
で
の
種
子
の
所
持
は
、
不
正
栽
培
の
予

備
行
為
と
な
れ
ば
、
大
麻
取
締
法
の
処
罰
対
象
と
な
り
、
②

不
正
な
栽
培
目
的
で
の
種
子
の
譲
渡
し
は
、
不
正
栽
培
の
ほ

う
助
罪
、
又
は
不
正
栽
培
に
要
す
る
種
子
の
提
供
罪
と
し
て
、

処
罰
対
象
に
な
り
ま
す
。（
適
用
罰
則
は
、
別
添
１
参
照
）

ま
た
、
大
麻
の
種
子
の
輸
入
に
つ
い
て
は
、
外
為
法
の
規

定
に
よ
り
、
加
熱
処
理
等
発
芽
不
能
の
処
理
を
施
し
た
旨
の

証
明
が
な
け
れ
ば
、
関
税
法
上
の
許
可
は
受
け
ら
れ
ず
、
こ

れ
に
違
反
し
た
場
合
に
は
処
罰
対
象
に
な
り
ま
す
。（
そ
の
た
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お
い
て
、
条
約
締
約
国
に
規
制
す
る
よ
う
求
め
て
お
り
、
我

が
国
で
は
「
大
麻
取
締
法
」
に
お
い
て
国
内
規
制
が
さ
れ
て

い
ま
す
（

↓規
制
の
詳
細
は
、
２

．

参
照
）。

（
２
）「
大
麻
」
の
有
害
性

（
イ
）
大
麻
の
毒
性
に
つ
い
て
の
評
価
は
、
国
際
的
に
は
世
界
保

健
機
関
（
Ｗ
Ｈ
Ｏ
）
に
お
い
て
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
近
年

で
は
、
各
国
の
専
門
家
の
協
力
を
も
と
に
一
九
九
七
年
に
報

告
書
（
C
a
n
n
a
b
is:
a
h
ea
lth
p
ersp
ectiv

e
a
n
d
resea

ch

a
g
en

d
a
）
を
と
り
ま
と
め
て
い
ま
す
。
明

確
に
記
載
さ
れ
て

い
る
毒
性
は
次
の
と
お
り
で
す
。

○
身
体
毒
性

・
長
期
使
用
に
よ
り
、
喉
頭
炎
・
気
管
支
炎
等
が
認
め
ら
れ
る
ほ

か
、
男
性
で
は
精
子
数
・
構
造
形
態
等
の
異
常
、
女
性
で
は
月

経
異
常
・
胎
児
へ
の
影
響
等
を
及
ぼ
す
。

○
精
神
毒
性

・
記
憶
へ
の
影
響
、
学
習
能
力
の
悪
化
、
知
覚
に
変
化
を
及
ぼ
す

他
、
長
期
使
用
に
よ
り
、
無
動
機
症
候
群
、
慢
性
人
格
障
害
等

を
発
生
さ
せ
る
。

○
依
存
性

・
長
期
使
用
に
よ
り
、
使
用
を
止
め
ら
れ
な
く
な
る
精
神
的
依
存

を
生
じ
さ
せ
る
。

（
ロ
）

重
要
な

点
は
、
大
麻
を
使
用
し

続
け
る
こ
と
に
よ
り
、

中

枢
神
経
系
に
影
響
（

障
害
）
を
及
ぼ
し
、

依
存
性
が

生
じ
る

こ
と
で
す
。

中
枢
神
経
系
に
影
響
が
及

ぶ
と
、
大
麻
を
使
用

す
る
前
の

生
活
に

回
復
す
る
こ
と
が

困
難
と
な
り
ま
す
。
大

麻
と
同

じ
摂
取

量
で
、

タ
バ

コ
や

ア
ル

コ
ー
ル
は

中
枢
神
経

系
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
大
麻
は

タ

バ
コ
や
ア
ル
コ
ー
ル
よ
り
も
有
害
性
が
高
い
と
言
え
ま
す
。

二
大
麻
取
締
法
に
つ
い
て

（
１
）
沿
革

大
麻
は
、
第
二
次
大
戦
後
に
連
合
軍
総
司
令
部
（
Ｇ
Ｈ
Ｑ
）
の
厳

格
な
指
示
の
も
と
、
大
麻
草
の
栽
培
は
全
面
的
に
禁
止
さ
れ
る
と
と

も
に
、
あ
へ
ん
・
コ
カ
イ
ン
・
ヘ
ロ
イ
ン
等
と
同
一
の
規
制
を
受
け

た
と
こ
ろ
で
す
。
し
か
し
、
大
麻
草
の
栽
培
が
国
民
の
生
活
に
必
要

で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
昭
和
二
二
年
に
繊
維
及
び
種
子
の
採
取
若
し

く
は
研
究
目
的
の
場
合
に
限
り
大
麻
草
の
栽
培
が
認
め
ら
れ
る
こ
と

と
な
り
、
そ
の
後
、
大
麻
の
栽
培
者
が
農
業
従
事
者
で
あ
る
等
の
理

由
か
ら
、
昭
和
二
三
年
に
大
麻
に
関
す
る
規
制
を
規
定
し
た
大
麻
取

締
法
が
独
立
し
て
制
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
は
、
各
種
の
改
正

を
経
て
、
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。

（
２
）
大
麻
取
締
法
の
概
要
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別添１ 大麻取締法及び関連法

図１ 諸外国における大麻規制（所持・譲渡譲受）について

め
、
日
本
国
内
で
流
通
し
て
い
る
非
加
熱
の
大
麻
の
種
子
は
、

そ
の
ほ
と
ん
ど
が
海
外
か
ら
の
密
輸
入
に
よ
り
流
入
し
て
い

る
も
の
と
な
り
ま
す
）

（
３
）
諸
外
国
の
規
制
と
の
比
較

（
イ
）
国
際
条
約
で
は
、
条
約
締
約
国
は
大
麻
を
規
制
す
る
よ
う

求
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
観
点
か
ら
、
大
麻
を
合
法
な
も
の

と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
る
国
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

各
国
に
お
け
る
刑
事
政
策
の
違
い
か
ら
、
一
定
量
の
所
持
ま

で
は
訴
追
し
な
い
と
す
る
国
は
存
在
し
ま
す
。

（
ロ
）
大
麻
に
つ
い
て
は
、
使
用
罪
が
制
定
さ
れ
て
い
な
い
国
が

多
く
、
ま
た
大
麻
の
種
子
に
つ
い
て
も
種
子
自
体
に
は
規
制

が
な
い
国
が
多
い
の
が
現
状
で
あ
り
、
取
締
り
は
我
が
国
と

同
様
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

（
ハ
）
各
国
の
単
純
所
持
・
譲
渡
・
譲
受
に
か
か
る
罰
則
に
つ
い

て
は
、
各
国
で
犯
罪
が
成
立
す
る
た
め
の
構
成
要
件
は
国
ご

と
に
差
異
が
あ
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
直
接
的
な
比
較
は

困
難
で
あ
る
も
の
の
、
我
が
国
の
処
罰
の
程
度
は
、
平
均
的

な
水
準
に
あ
る
と
い
え
ま
す
。（
図
１
参
照
）
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三
大
麻
事
犯
に
つ
い
て

（
１
）
薬
物
事
犯
の
状
況

我
が
国
で
検
挙
さ
れ
る
薬
物
事
犯
の
う
ち
、
全
体
の
約
八
割
が
覚

せ
い
剤
事
犯
で
あ
り
、
大
麻
事
犯
は
約
二
割
で
あ
り
、
こ
の
傾
向
は

変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
（
図
２
参
照
）
。
覚
せ
い
剤
事
犯
の
検
挙
者
と

大
麻
事
犯
の
検
挙
者
は
、
一
方
が
増
加
す
る
と
他
方
は
減
少
し
て
お

り
、
対
応
に
あ
っ
て
は
こ
れ
ら
の
バ
ラ
ン
ス
を
踏
ま
え
つ
つ
対
応
す

る
こ
と
が
重
要
に
な
っ
て
い
ま
す
。

（
２
）
大
麻
事
犯
の
特
徴

（
イ
）
大
麻
事
犯
だ
け
を
見
る
と
、
過
去
五
年
間
の
検
挙
者
数
は

横
ば
い
で
す
が
、
過
去
一
〇
年
間
で
確
認
す
る
と
、
検
挙
者

数
は
約
二
倍
に
な
っ
て
お
り
、
じ
わ
じ
わ
と
増
加
し
て
い
る

こ
と
が
伺
え
ま
す
（
図
２
及
び
図
３
参
照
）。

（
ロ
）
大
麻
事
犯
の
特
徴
と
し
て
は
、
一
〇
歳
代
・
二
〇
歳
代
の

若
年
層
に
よ
る
乱
用
が
全
体
の
約
七
割
を
占
め
て
い
る
こ
と

で
す
（
図
３
参
照
）。
大
学
生
の
検
挙
者
も
過
去
か
ら
一
定
比

率
で
存
在
し
て
い
ま
す
。
覚
せ
い
剤
と
は
異
な
り
、
大
麻
の

入
手
先
と
し
て
は
、
友
人
・
知
人
等
か
ら
入
手
す
る
と
い
う

事
例
が
多
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
（
そ
の
結
果
、
一

人
が
検
挙
さ
れ
る
と
芋
づ
る
式
に
複
数
人
が
検
挙
さ
れ
る
）

（
ハ
）
最
近
、
大
麻
の
種
子
を
ひ
そ
か
に
入
手
し
、
不
正
栽
培
を

す
る
事
例
が
増
加
し
て
い

ま
す
。
そ
の
入
手
ル
ー
ト

と
し
て
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
等
を
介
す
る
場
合
が
多

く
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
ニ
）
覚
せ
い
剤
・
ヘ
ロ
イ
ン

等
の
作
用
が
強
い
薬
物
の

乱
用
者
の
六
割
程
度
が
、

過
去
に
大
麻
を
使
用
し
た

こ
と
が
あ
る
と
の
報
告
が

あ
り
ま
す
。
よ
り
強
い
作

用
の
薬
物
乱
用
を
防
止
す

る
た
め
、
大
麻
の
乱
用
を

防
止
す
る
こ
と
が
重
要
と

な
っ
て
い
ま
す
。

四
厚
生
労
働
省
に
お
け
る
大
麻

対
策

大
麻
対
策
に
あ
っ
て
は
、
第
三

章
の
特
徴
を
踏
ま
え
つ
つ
、
取
締

り
及
び
啓
発
の
強
化
を
同
時
に
進
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図３ 大麻事犯検挙人員の推移（平成10年～平成19年）
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図２ 我が国の薬物事犯の動向



め
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。
次
の
対
策
を
関
係
省
庁
と
緊
密
な
連

携
を
図
り
つ
つ
、
講
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
大
麻
に
手
を
出
さ
な
い
よ

う
な
環
境
の
整
備
に
努
め
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

（
１
）
取
締
り
の
徹
底

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
イ
ト
を
通
じ
た
大
麻
の
種
子
の
販
売
等
に
つ

き
、
お
と
り
捜
査
の
手
法
を
活
用
し
、
種
子
の
提
供
に
つ
い
て
は
大

麻
不
正
栽
培
の
ほ
う
助
罪
で
摘
発
、
種
子
の
密
輸
に
つ
い
て
は
関
税

法
等
違
反
に
よ
る
摘
発
等
を
強
化
す
る
予
定
で
す
。

（
２
）
啓
発
の
強
化

大
麻
の
乱
用
防
止
に
あ
っ
て
は
、
薬
物
に
決
し
て
手
を
出
さ
な
い

よ
う
に
さ
せ
る
活
動
を
通
じ
て
、
若
年
層
を
始
め
と
し
て
、
規
範
意

識
の
維
持
向
上
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

か
か
る
観
点
か
ら
、

（
イ
）
小
学
生
の
保
護
者
や
中
学
生
に
対
す
る
啓
発
資
材
の
配
布
、

「
ダ
メ
。
ゼ
ッ
タ
イ
。
」
普
及
運
動
等
を
実
施
し
て
き
た
他
、

更
に
、
政
府
広
報
で
携
帯
電
話
・
テ
レ
ビ
・
Ｆ
Ｍ
ラ
ジ
オ
を

通
じ
た
大
麻
乱
用
防
止
に
か
か
る
広
報
を
実
施
し
て
き
た
と

こ
ろ
で
あ
り
、
更
に
別
の
情
報
媒
体
を
通
じ
て
の
広
報
の
実

施
を
行
う
予
定
で
す
。

（
ロ
）
ま
た
、
第
二
章
に
記
載
し
た
大
麻
の
有
害
性
及
び
規
制
に

つ
き
、
厚
生
労
働
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
緊
急
の
注

意
喚
起
を
行
っ
た
（
別
添
２
参
照
）
ほ
か
、
関
係
省
庁
及
び

都
道
府
県
に
対
し
て
も
、
こ
れ
を
各
種
広
報
に
活
用
頂
く
べ

く
働
き
か
け
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。

（
ハ
）
更
に
、
平
成
二
一
年
度
に
は
、
大
学
に
入
る
前
で
の
啓
発

を
強
化
す
る
べ
く
、
新
た
に
高
校
生
を
対
象
に
大
麻
・
覚
せ

い
剤
に
重
点
を
お
い
た
啓
発
資
材
の
作
成
・
配
布
を
行
う
予

定
で
す
。
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不正栽培について（注意喚起）


	29単頁.pdf
	安田.pdf
	36.pdf

